
 

 

 

 

日時：  令和３年 11月 7日(日)9:０0-16:00 

会場： 中山町・すぱーく中山  （東村山郡中山町大字長崎５８６１番地６） 

                                          

 
 

 
 

＊ 参加費   
① 中山町ペタンク連盟会員（主管）／山形県内の日本ブール会員 

中学生まで                              ＝1 名   500 円 

② 中山町居住の方（町民）                               ＝1 名   700 円 

③ 山形県連盟会員／山形県外の日本ブール会員       ＝１名 1,000 円 

④ 山形県内の地域団体会員／山形県外の連盟（協会）会員      ＝１名 1,500 円 

⑤ 愛好者＝一般参加者                                                           ＝１名 2,000 円 

 

＊ 参加申込 
参加申込は、別紙大会参加申込書記入し、10 月 20 日まで郵送又はメール添付で 

お願いいたします。 (問合せ 090-6685-6850 布施) 

申込先   〒990-0401 東村山郡中山町大字長崎 6209-10           

  ラフランスペタンク大会事務局 宛 ／ メール fuseo103@outlook.jp 

○、参加費については、申し込み確認後にご連絡いたします。 
 

＊  持参品    ペタンクボール（ボールを持っていない人は事前に連絡下さい）・昼食等 

 
＊ 競技上の規定及び方法 
(1) 競技規則  公益社団法人日本ペタンク・ブール連盟及び本大会規定を併用する。 
(2) 競技方法 （対戦チームの組合せは事務局にて行ないます。） 
ア 参加チーム数に合わせてリーグ戦やトーナメント戦を行います。 
イ 表彰は１位から３位までとします。 
ウ 競技は「点数制」で行う。 （チーム数により 11点もしくは 13点で行います。） 
エ 審判は、相互審判制とする。 
オ メンバー変更は受付までに行い、それ以後は受付けない。 

 
＊ 参加上の注意 
(1) 参加者は各自の責任において健康管理に充分配慮の上参加すること。 
(2) 競技中に発生した傷害・疾病等についても参加者は各自の責任とします。 
（3）参加者は各自にて傷害保険等に加入して下さい。 

 

主催 中山町スポーツ協会 ペタンク部  
主管 公益社団法人日本ペタンク・ブール連盟・加盟 山形県ペタンク連盟所属中山町ペタンク連盟 

後援  公益社団法人日本ペタンク・ブール連盟 

 

令和３年度 

ラフランスペタンク大会 

 

＊ 参加資格 ２名１チーム(男女別なし混成可)   

①、ペタンクに興味のある方 

②、 紳士的な振る舞いをできる方 

 

皆さんの健康づくりに「なかやま健幸クラブ」も支援しております。 

ペタンクで楽しみながら、「ながら歩行で健康づくり」!! 
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競技規則  （一部抜粋） 

公益社団法人日本ペタンク・ブール連盟及び本大会規定を併用する。 
 
◎コートについて 

 
コートについては、ライン及びコートの境界線は全て失格ラインとして扱います。 

（ライン及びコート線を完全に超えた時） （第５条／大会ルール適用） 

 

ボールを投げるときは、両足を線（サークル）内へ 

入れて投げる。ボールを投げるときは、両足を線

（             （サークル）内へ入れて投げる。 

 線（サークル）を踏んだまま投げてはならない。

投げたボールが、地面に落ちる前に足が線（サークル）から出たり地面から離れた 

り、身体のいかなる部分も、線（サークル）外の地面に触れてはならない。  

この規則を守らない選手には、第35条の罰則が適用される。       （第６条14項） 

 

下肢に障害のある者は、例外的に線（サークル）内に、片足だけを置いて投げてもよい。     

（線（サークル）より先に出てはいけない。）  

車椅子使用者は、車椅子の片側車輪（利き腕側の車輪）を線（サークル＝円）の中に

入っていなければならない。                     （第６条15項） 

 

◎ ボールの投球に関しては自由とします。 

 

◎ ビュットとボールの確認をすること。 

 

◎ ビュット・ボールを投球時の注意 

 

 

ビュットを投げる権利は、くじなどで勝ったチーム、または前のメーヌで得点を得たチームに１回

のみ与えられる。 それが有効でなかった場合、ビュット権は相手に移り、相手チームは規則に適

した任意の場所に置かなければならない。 

  ビュットの有効範囲は ６ｍ以上 １０ｍ以内                         （第７条） 

 
 

相手チームの選手は、ビュットの向こう側または投球しようとする選手の後ろ側にいること。  

どちらの場合でも２ｍ以上離れていなければならない。 

パートナーはビュットとサークルの間にいることができる。                （第 17 条） 

    
 

 


